
右から上久保楓選手、山里透選手、石塚隼人選手、樫村聖也選手
【インターハイ出場】
男子サッカー部、男・女卓球部、女子バスケットボール部、女子ソフトテニス部
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2
高齢者大学の
合同レクリエーション大会

　公民館が主催する高齢者の生涯学習活動グループ
の高萩のぞみ大学と幸福大学、その卒業生の計264
人による「合同レクリエーション大会」が市民体育館
で開催されました。
　この大会は、健康保持と会員相互の交流を目的に
毎年開催してきましたが、両大学が合同で行うのは

今年がはじめて。
６チームに分かれ
７種目で順位を競
い合いました。
　例年にも増して
盛り上がる会場に
は、皆さんの声援と
笑顔が溢れていま
した。（今月の表紙）
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30
インターハイ出場選手が
高萩市長を表敬訪問

　明秀学園日立高等学校の５つの運動部の選手ら16人が、県
予選大会の結果報告と8月に開催されるインターハイ出場に
向けた意気込みを伝えるため、小田木市長を訪問しました。
　明秀学園日立では、今回インターハイ出場を決めたサッ
カー部や卓球部が、日々の練習を高萩キャンパス（石滝）に
て行っています。
　中原校長は「全国で明秀
学園旋風を巻き起こし、小
田木市長へ良い報告ができ
れば」と述べられました。

　また、7月13日には、県予選大会で４つの階
級を制覇した高萩清松高等学校ボクシング部
の４選手らが小田木市長を訪問しました。
　小田木市長から「旧松ヶ丘高校から続く伝
統あるボクシング部。市民をあげて応援して
います」と激励
されると、山里
キャプテンは
「精一杯頑張っ
てきます」と力
強く意気込みを
語りました。
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9 学校給食の試食会

　学校給食への理解を深めてもらおうと、高浜町に
ある学校給食センターで試食会を開催しました。
　参加者は、学校給食の概要について説明を受けた
後、施設内を見学。その後、この日のメニューの豚
肉の生姜焼きやきゅ
うりの浅漬け、小松
菜のスープを実際に
味わいながら、献立
に対する理解を深め
ると共に食の安全に
ついて学びました。
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5 夏本番を前に海岸清掃

　夏本番・海水浴シーズンを前に、高萩市市民憲章
推進協議会と市が主催する海岸清掃を行いました。
　当日は、小雨にも関わらず、地域や学校、各種団
体や企業などから約650人が参加。高戸小浜海岸か
ら花貫川河口付近にかけて砂浜に散らかったペット
ボトルや空き缶な
ど、約１時間の作業
で2.5トンのゴミを
回収しました。参加
された皆さん、ご協
力ありがとうござい
ました。

　たかはぎページェントクラブ
（藤枝伸夫会長）は、市街地を華や
かに彩ろうと駅前通り約200mに
30本の七夕飾りを行いました。
この七夕飾りは、市内の幼稚園・
保育所・小学校の子どもたちの手
で作ったもので、短冊には将来な
りたい職業や欲しいものなど夢や
希望がつづられていました。
　また、松岡地区公民館では、地元の龍子高齢者ク

ラブ（根本五郎会長）
による七夕飾りが行
われ、こちらは家族
の健康や孫の幸せな
どの願いを込めた短
冊が結び付けられま
した。

短冊に願いを込めて
七夕飾り4～11

7
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常陽銀行が市へ
屋外用テントを寄贈

　今年で創立80周年を迎える常陽銀行では、
各地域などに対して様々な記念事業を展開し
ています。その一環として、イベント等で活
用される屋外用テント５張が高萩市へ寄贈さ
れることとなり、篠原高萩支店長から小田木
市長へ目録が手渡されました。

　廃棄物の野外焼却（野焼き）は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
により一部の例外（※）を除き禁止されています。たとえ少量でも、ゴミ（紙
類、板切れ、ポリ袋、弁当ガラなど）を、地上面（素掘りの穴、ドラム缶、
ブロックの囲いの中なども含む）で燃やす行為は罰則の対象です。
　野焼きは、周囲の住民に「悪臭がする」「洗濯物が汚れる」「窓を開けら
れない」などの被害を及ぼすほか、ダイオキシン類の発生による環境汚
染の原因にもなり、さらには火災につながる危険もあります。
　ゴミは集積所に出すなど決まった方法で処理し、野焼きは絶対にやめ
ましょう。

法律に違反した場合は、５年以上の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられることがあります。

※野焼き禁止の例外
1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
　　（例）河川敷・道路側の草焼き等　

2 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策または復旧のために必要な
   廃棄物の焼却
　　（例）災害等の応急対策・火災予防訓練等　

3 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
　　（例）どんど焼き・門松・しめ縄・塔婆の供養焼却等　

4 農業・林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却
　　（例）田に隣接する河川堤等の下刈草の焼却行為等　

5 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
　　（例）落ち葉焚き・キャンプファイヤー等

ただし、苦情がある場合は、例外扱いできないこともありますのでご注意願います。

◆野焼きの通報
不法投棄110番　0120-536-380（フリーダイヤル）

◆廃棄物の焼却についてのお問い合わせ
茨城県県北県民センター環境・保安課　☎0294-80-3355
高萩市環境衛生課　☎23-7031

【優良危険物取扱者】
医療法人愛正会やすらぎの丘温泉病院
横山洋一さん（写真左から２番目）

【安全功労　団体の部】
セキショウカーライフ株式会社
大関正春さん（写真右）
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公益社団法人
茨城県危険物安全協会
連合会長表彰

ゴミの野焼きは禁止されています！
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